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国保健康保険の加入・脱退手続きはお早めに
国民健康保険の加入・脱退の手続きは、自動的に行われないため、14日以内の

届出が必要です

○国民健康保険の加入
会社の健康保険の資格を喪失した
健康保険の扶養認定から外れた など

必要書類
印鑑
健康保険資格喪失証明書
本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード など）

○国民健康保険の脱退
会社の健康保険に加入した
健康保険の扶養認定された など

必要書類
印鑑
新たに加入した健康保険証
今まで使用していた国民健康保険証
本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード など）

加入の手続き 脱退の手続き

　会社の健康保険に加入した翌
日から14日以内に、役場②番窓
口へ届け出てください。

　会社を退職した翌日から14日
以内に、役場②番窓口へ届け出
てください。
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